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プロバイダ責任制限法改正についての要望書 

 

２０１３年（平成２５年）１１月６日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 要望の趣旨 

第二次消費者委員会が２０１３年（平成２５年）８月２７日に「インターネッ

トを通じた消費者の財産被害問題に関する消費者委員会としての現時点の考え

方」（以下「考え方」という。）を公表したことを受け，当連合会は次のとおり

要望する。 

１ 第三次消費者委員会においては，「考え方」において検討された現行の特定

電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（以下「プロバイダ責任制限法」という。）の問題点について，消費者の財産

被害の実態調査，諸外国の対応等の調査を含めた調査・検証を継続し，総務省

その他関係省庁に対し，①インターネットを通じた財産被害事案及び②電子メ

ールを利用した財産被害事案への同法の適用を可能とするための同法改正に関

する建議を行うこと。 

２ 消費者庁においては，「考え方」において指摘された，①インターネットを

通じた財産被害事案及び②電子メールを利用した財産被害事案へのプロバイダ

責任制限法の適用を可能とするための同法改正を実現すべく，検討会・研究会

の立ち上げ等，総務省その他関係省庁との調整を実施すること。 

３ 総務省においては，「考え方」において指摘された，①インターネットを通

じた財産被害事案及び②電子メールを利用した財産被害事案へのプロバイダ責

任制限法の適用を可能とするための同法改正の他，当連合会が２０１１年（平

成２３年）６月３０日付けで取りまとめた「『プロバイダ責任制限法検証に関

する提言（案）』に対する意見書」において指摘した次の事項も含めた，プロ

バイダ責任制限法の改正に向けた検討を実施すること。 

(1) 「権利侵害の明白性」（同法第４条第１項第２号）について，「明らかで

あること」という文言は不要であり，紛争類型ごとに必要な要件を明確に規

定するべきである。 

(2) 「開示する発信者情報の範囲」（同法第４条）について，少なくとも，裁

判上の請求については，包括的な規定を設けるべきである。 

(3) 「通信履歴の保存義務」について，発信者情報開示請求が行われたときは，

その結論が出るまでの間にログが抹消されることを防ぐために，開示を求め
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る情報に関する通信履歴を一定期間保存することを請求できる規定を設ける

べきである。 

(4) 発信者情報開示の管轄を被害者の住所地とするよう，管轄の規定を設け

るべきである。 

(5) 情報開示の不当拒否に対して主務大臣による措置命令を可能にするよう，

規定を設けるべきである。 

 

第２ 要望の理由 

１ プロバイダ責任制限法改正に関する動向 

(1) 第二次消費者委員会による提言 

第二次消費者委員会は，２０１３年（平成２５年）８月２７日付けで「イ

ンターネットを通じた消費者の財産被害問題に関する消費者委員会としての

現時点の考え方」を公表した。その要旨は，次のとおりである。 

・ インターネットを通じた消費者の財産被害が増加していること。 

・ その背景には，前記財産被害事案における，加害者特定の困難性が挙げ

られること。 

・ インターネットを通じた権利侵害における発信者（加害者）の情報開示

について定めているのは，現行法上プロバイダ責任制限法のみであること。 

・ よって，①インターネット上のウェブページ等を通じた消費者の財産被

害事案，さらには，②電子メールを利用した消費者の財産被害事案におい

て加害者を特定するため，プロバイダ責任制限法による発信者情報開示請

求がかかる事案にも適用可能となるよう検討が行われる必要があること。 

(2) 当連合会の取組 

この点，当連合会では，既に２０１１年（平成２３年）６月３０日付け「『プ

ロバイダ責任制限法検証に関する提言（案）』に対する意見書」において，

次のとおり指摘している。 

① 「情報の流通により」権利が直接侵害されていない場合であっても，広

く発信者情報開示の対象にするべきである。 

② 違法なメールの送信等を含め発信者情報開示請求の対象とするべきであ

る。 

これらは，インターネット及び電子メールを通じた消費者の財産被害事案

における加害者の特定を可能にすることを念頭にしたものであるが，いまだ

プロバイダ責任制限法は改正されていない。 

しかし，その後も消費者の財産被害事案が増加し続けていることは，「考



3 

 

え方」が指摘するとおりである。 

２ 消費者委員会・消費者庁への要望 

(1) 消費者委員会 

「考え方」は，①インターネットを通じた財産被害事案及び②電子メール

を利用した財産被害事案へのプロバイダ責任制限法の適用へ向けた同法の改

正について，総務省の研究会提言等様々な見解が存在することを受け，「第

三次消費者委員会においては，これらの議論を踏まえ，本問題について検討

が深められることを期待する。」と結んでいる。 

「考え方」では，「１．インターネットを通じた消費者の財産被害の実態」

において，財産被害事案に関する相談件数の増加については明確に指摘され

ているものの，これら財産被害事案において，加害者が特定できないことが

原因で被害回復が困難になっている実態については，必ずしも具体的なデー

タ等に基づいた実態把握が十分になされているとは言えないと思われる。ま

た，同種事案に対する諸外国の対応については特に指摘されていない。 

そこで，当連合会としては，「考え方」を受け，第三次消費者委員会に対

し，前記で指摘した点を含めた本問題に対する更なる調査・検討を継続する

ことを要望するとともに，それら調査・検討を踏まえ，プロバイダ責任制限

法改正に向けた総務省その他関係省庁への建議を行うことを要望するもので

ある。 

(2) 消費者庁 

第二次消費者委員会による「考え方」を受けた消費者庁の取組について，

現状では具体的な取組がなされているとはいえない状況である。 

そこで，当連合会としては，消費者庁に対し，「考え方」及び前項で第二

次消費者委員会に要望した新たな提言等を踏まえたプロバイダ責任制限法の

改正を実現すべく，総務省その他関係省庁との検討会・研究会の立ち上げ等，

具体的な施策を実施することを要望するものである。 

３ 総務省への要望 

(1) 要望内容 

プロバイダ責任制限法改正について，当連合会は，総務省に対し，既に「『プ

ロバイダ責任制限法検証に関する提言（案）』に対する意見書」を発表して

いるところであるが，今般，第二次消費者委員会が「考え方」を公表したこ

とを受け，①インターネットを通じた財産被害事案及び②電子メールを利用

した財産被害事案へのプロバイダ責任制限法の適用を含めた，同法の総合的

改正を検討するよう，再度要望するものである。 
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その具体的な内容は，同意見書で述べたとおりであるが，「考え方」にも

触れられている，総務省が懸念する次の論点については，次項で改めて反論

する。 

ア プロバイダ等は，流通している情報のみでは権利侵害の有無が判断でき

ず，権利侵害が存在しないのに発信者情報が開示されるというリスクが高

まるのではないか。 

イ プロバイダ等が発信者情報開示請求訴訟に応訴する場合，適切に主張立

証し得るのは，自己の管理下にある設備に蔵置されたデータの権利侵害性

に関する事項にとどまるのではないか。 

(2) 総務省の論点に対する反論 

① 論点アについて 

まず，「権利侵害が存在しないのに発信者情報が開示されるというリス

クが高まる」とされているが，それは「権利侵害の存在」という要件で検

討すれば十分なはずである。そもそも，発信者情報開示請求権は，権利侵

害が起こった場合，被害回復の前提として相手方を特定するために行うも

のである。抽象的なリスクを恐れて要件を必要以上に厳格にすることは，

現在インターネットの分野で多発している権利侵害に対して泣き寝入りを

強いることを意味する。また，被害回復の前段階の手続である，発信者情

報開示の時点で，被害回復のための手続以上の要件を課すことは制度趣旨

にも反するものである。 

次に，「流通している情報のみでは権利侵害の有無が判断できない」と

の点は，違法な権利侵害か否かを判断するためには，開示を請求する者に

権利侵害を裏付ける相応の資料を提出するよう求めれば足りるのであり，

プロバイダ等の判断資料を流通している情報のみに限定していること自体

が誤りである。開示請求者から相応の資料提出があれば，違法行為の有無

は判断可能である。そして，開示請求者から提供された相応の資料により

違法行為があると判断して開示した事案においては，開示したプロバイダ

は免責の対象となるよう立法的な手当をすることが，正しい解決方法であ

り，発信者情報開示請求が認められないというのは本末転倒である。 

② 論点イについて 

まず，「自己の管理下にある設備に蔵置されたデータの権利侵害性に関

する事項にとどまる」との点について，プロバイダ等は，発信者に連絡し

て事情を確認することにより反論が可能である。また，応訴のための資料

が無く敗訴するという抽象的な可能性をもって，現在多発しているインタ
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ーネットを用いた悪質な詐欺事案に対して，発信者情報開示が全く不可能

という現状を肯定する理由にはならない。敗訴のリスクに対する法的な手

当は，プロバイダ等の免責要件の設定の問題である。 

また，この論点は，そもそも「権利侵害の明白性」が要件として定めら

れている点に問題の多くを負っている。 

現在，「明白性」という厳格かつ抽象的な文言のために，プロバイダ等

が開示の要件を満たすか否かについての不安感から任意の開示をほとんど

拒否しており，そのため，多くの時間と費用を費やして訴訟による開示請

求をしなければならない状況である。 

そもそも，発信者情報開示請求権は，違法行為を行った相手方を特定す

るために行うものである。相手方が特定された後の損害賠償請求等の訴訟

においてさえ，権利侵害の立証の程度の加重や抗弁事由の不存在の主張な

どは求められていない。それにも関わらず，その相手方を特定する手続に

おいて，損害賠償請求等の要件以上の要件を求めるのは，被害救済の途を

閉ざすものと言わざるを得ない。 

さらに，発信者情報開示は，裁判上の請求と裁判外の請求の場合が考え

られるところ，明白性の要件が，どのような紛争類型・手続において，い

かなる効果を有するかを考える必要がある。 

まず，裁判上の請求においては，裁判所が権利侵害が存在するか否か（む

しろ，権利侵害の存否について当該発信者を被告として呼び出して審理す

ることが相当といえる程度の権利侵害の可能性があるか。）を認定すれば

足りる。その上に「明白性」という要件を課する必要はない。また，「違

法性阻却事由の不存在」についても，そもそもそれがあらゆる抗弁事由を

意味するのか，主要な抗弁事由に限定するのか，名誉毀損の場合の真実性

の抗弁を意味するのか，もし，あらゆる抗弁事由でなく，名誉毀損等の場

合だけとするのであれば，そのように限定される理由・合理性及び「明白」

という文言から当該解釈が導かれる理由が問題となる。また，不存在の主

張立証義務が，厳格な意味での主張立証を求めるのか，証拠の優越なのか，

疎明程度で足りるのかが，裁判では重要である。しかしながら，この点の

解釈について「明白」という文言はあまりに抽象的であり，訴訟に混乱を

もたらしていると言わざるを得ない。なお，民事保全法では，主な抗弁事

由の不存在の疎明を求められることが多いが，これは主張立証責任の転換

ではないと考えるのが通説である。このことを踏まえて，要件を再検討す

るべきである。 
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次に，裁判外の請求の場合において，発信者情報を開示するか否かはプ

ロバイダの判断であるので，明白性の要件が機能するのは，開示又は開示

拒否に対してプロバイダが賠償義務を負うか否かに関するものである。し

かしながら，開示拒否については「善意・無重過失」の免責要件が定めら

れているため，実務上は，開示請求に対して，抗弁事由の不存在について

厳密な意味での立証がなされている場合でないと開示が違法となるのでは

ないかという解釈で問題になっており，裁判所のような判断能力のないプ

ロバイダは，この点を恐れて任意の開示を躊躇している状況である。 

結局，「明白」という文言は，その範囲や立証の程度において，あまり

に抽象的であり，また，健全な実務の運用において有害である。したがっ

て，明白性の要件を廃止し，裁判上の請求と裁判外の請求に分けて紛争類

型を検討し，実務的な考慮を踏まえて要件を見直すべきである。 

(3) その他の改正検討事項 

上記の論点以外の改正検討事項については，「『プロバイダ責任制限法検

証に関する提言（案）』に対する意見書」のとおりである。 

以上 


